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○三鷹市総合保健センター条例施行規則 

平成９年７月29日 

規則第26号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、三鷹市総合保健センター条例（平成９年三鷹市条例第７号。

以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（一部改正〔平成28年規則55号〕） 

（団体登録） 

第２条 条例第４条第２項の規定により三鷹市総合保健センター（以下「保健セン

ター」という。）の施設を使用しようとする団体は、三鷹市総合保健センター使

用団体登録申請書（様式第１号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 団体登録の資格要件等は、市長が別に定める。 

３ 市長は、第１項の規定により申請をした団体を登録したときは、使用団体登録

カード（様式第２号。以下「登録カード」という。）を当該団体に交付するもの

とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める団体については、第１項の申請書

の提出及び前項の登録カードの交付を要しないものとする。 

（全部改正〔平成28年規則55号〕） 

（使用の申請及び承認等） 

第３条 前条第３項の規定により登録カードの交付を受けた団体が、保健センター

の施設を使用しようとするときは、別表第１に定める区分ごとに、同表に定める

申込期間内に三鷹市生涯学習施設等予約システム（以下「施設予約システム」と

いう。）により、市長に使用の申請をしなければならない。 

２ 市長は、別表第１に定める抽せん予約期間内に申請があったときは、施設予約

システムによる抽せんにより使用する団体を決定するものとする。 

３ 市長は、別表第１に定める先着予約期間内に申請があったときは、先着順によ

り使用する団体を決定するものとする。 
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４ 前２項の規定により決定を受けた団体は、施設の使用開始前までに条例第７条

第１項に規定する施設の使用料を納入し、市長の承認を受けなければならない。

ただし、当該使用料を口座振替の方法により納入する場合にあっては、使用日の

属する月の翌々月の初日（その日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日）

に納入するものとする。 

５ 前各項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

（全部改正〔平成28年規則55号〕） 

（登録カードの提示） 

第４条 前条第４項の規定による使用承認を受けた者（以下「使用者」という。）

は、保健センターの使用の際、市長に登録カードを提示しなければならない。 

（追加〔平成28年規則55号〕） 

（使用の承認の取消し等） 

第５条 市長は、条例第６条の規定により保健センターの使用の承認を取り消し、

又は使用を制限し、若しくは停止したときは、三鷹市総合保健センター使用承認

取消し等通知書（様式第３号）により使用者に通知する。 

（追加〔平成28年規則55号〕） 

（使用料の減免） 

第６条 条例第８条の規定により保健センターの施設の使用料を減額し、又は免除

することができる場合及びその割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める割合とする。 

(1) 三鷹市が主催又は共催する事業に使用する場合 全額免除 

(2) 障がい者（児）で組織する市内の団体が使用する場合 全額免除 

(3) 市内の公共的団体及び生涯学習活動を主たる目的とする市内の自主グルー

プの連合組織が、広く市民を対象とした行事又は講座に使用する場合 全額免

除 

(4) 市長が別に定めるところにより、あらかじめ三鷹市に減額利用の登録をした

団体が学習又は会議の目的のために使用する場合 ２分の１減額 
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(5) 使用料を口座振替の方法により納入する場合において、使用者の責によらな

い理由で使用できない場合、使用者が使用日の７日前までに使用の取消しを申

請した場合又は三鷹市の都合により使用を取り消した場合 全額免除 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 市長がそ

の都度定める割合 

２ 前項の規定により施設の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらか

じめ三鷹市総合保健センター使用料減免申請書（様式第４号）を市長に提出し、

その承認を受けなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、こ

の限りでない。 

３ 第１項第２号及び第３号に掲げる場合における施設の使用料の免除の資格要件

並びに同項第４号に掲げる場合における施設の使用料の減額の資格要件及び登録

手続等は、市長が別に定める。 

（追加〔平成28年規則55号〕） 

（使用料の還付等） 

第７条 条例第９条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 使用者の責によらない理由で使用できない場合 全額 

(2) 使用者が使用日の７日前までに使用の取消しを申請した場合 全額 

(3) 三鷹市の都合により使用を取り消した場合 全額 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認める場合 市長が必要

があると認める額 

２ 使用者は、前項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、三鷹市総

合保健センター使用料還付申請書（様式第５号）を市長に提出し、その承認を受

けなければならない。ただし、当該還付を受ける者が新たに同一料金の保健セン

ターの施設の使用の承認を受けたときは、市長は、還付すべき使用料をこれに充

当することができる。 

（追加〔平成28年規則55号〕） 
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（特別の設備等の承認手続） 

第８条 条例第14条ただし書の規定により使用者が施設に特別の設備を設け、又は

付属の設備及び器具以外のものを使用しようとするときは、あらかじめ市長の承

認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の承認を行うに当たり必要と認めるときは、その使用について必

要な条件を付することができる。 

（追加〔平成28年規則55号〕） 

（入館の制限等） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、保健センターへの

入館を禁じ、又は退館させることができる。 

(1) 施設並びに設備及び器具を損傷するおそれがあるとき。 

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。 

(3) 管理上支障があるとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が入館を不適当と認めるとき。 

（追加〔平成28年規則55号〕） 

（使用者の義務） 

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 施設並びに設備及び器具の使用を適正に行うこと。 

(2) 使用人員は各室の収容定員を標準とすること。 

(3) 火災予防及び事故防止に万全を期すること。 

(4) 環境衛生上思わしくない物を持ち込まないこと。 

(5) 物品等を販売し、又は金品の募集等を行うときは、あらかじめ市長の承認を

受けること。 

(6) 広告その他これに類するものを掲示し、又は配布するときは、あらかじめ市

長の承認を受けること。 

（追加〔平成28年規則55号〕） 

（事業の実施に係る開館日及び開館時間） 
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第11条 条例第12条の規定により、保健センターが実施する事業の開館日及び開館

時間は、別表第２のとおりとする。 

（追加〔平成28年規則55号〕） 

（委任） 

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

（一部改正〔平成28年規則55号〕） 

附 則 

この規則は、平成９年９月１日から施行する。 

附 則（平成28年10月１日規則第55号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成29年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。た

だし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則の規定による保健センターの施設の使用に係る手続その他の行為は、

この規則の施行日前においても行うことができる。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

（追加〔平成28年規則55号〕） 

区分 申込期間 

抽せん予約期間 先着予約期間 

市内団体 使用日の属する月の3月前の1日か

ら10日まで 

使用日の属する月の2月前の1日か

ら使用日当日まで 

市外団体 ― 使用日の属する月の1月前の1日か

ら使用日当日まで 

備考 先着予約の受付は、抽せん予約期間終了後、当該施設に空きがある場合に

限る。 
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別表第２（第11条関係） 

（追加〔平成28年規則55号〕） 

事業名 開館日 開館時間 

条例第3条第1項に規定す

る各事業 

市長が別に定める日 市長が別に定める時間 
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様式第１号（第２条関係） 

（追加〔平成28年規則55号〕） 

様式第２号（第２条関係） 

（追加〔平成28年規則55号〕） 

様式第３号（第５条関係） 

（追加〔平成28年規則55号〕） 

様式第４号（第６条関係） 

（追加〔平成28年規則55号〕） 

様式第５号（第７条関係） 

（追加〔平成28年規則55号〕） 

 


